
＝ ａ ．

一 一 一

＝ ａ ＝

＝ ａ ．

■

一

－ － －

－ － －

一 一 一

分
離
課
税
に
係
る
所
得
等
の
あ
る
方
は
。
「
市
町
村
民
税
・
道
府
県
民
税
申
告
書
（
分
離
１
税
等
用
）
」
を
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

一
」
の
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
事
業
税
の
申
告
普
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

税
税

民
民

市
府令 和 ６ 年 度 分　 屑=罠 続　　 申 告 書 整 理 番 号

ダ'
゛'''G''' ●,,.

j受　　　　｢ 叫

1　　　　　　　 ！

●11

｀'1
■●-y-r'Fi

■J｢

長 殴

玲 Ⅲ1 口JII

現 住 所 業種又は職業

口川
のt･

1 現住
Ｅ　所 電 話 番 号

フリガナ
個人番号

レ 川 Ｕ ｎ Ｕ Ｉ氏　　　私

生 年

川 』.|

明・ 起 一睨

●l-･-il

世帯 胞
の氏yl 続柄

昨 本

コード
年　　　 ｊ］ ｜｜

什所 コー ド fl･政[りT － F 納 姐 こJ－ ド 世 帯;=r一 ド
｜
－

３ 所得 から 差し引 か れる金 額に関 する 事項

酌

社 会保険料

控　　　 除

11. 勁　at　li　の　il!　S £　七　，． た　保　険　FI

円

合　　　 計

･15･

生 命保険料

控　　　 除

斬　11･　命　 保　 険　 料　二I）I;| ||14 舟 憚 険1:| の　I･.|

日 円

祈 悩自ん 匈･ 壽‘ 保 隔rl r 』.d ||| 匯jj 、十 介 保 険tl の ，;|

il』 円

ﾀﾞr 1 11,11ry 陸 料 の 叶

/-//
k=j

騨
沈船 賤!椎除

地　 宍　 印･　陥　 朴　 の　 芯 ||| 災|!;11n tl; ぽ 険ｷ･|･ の ，il

円 |り

j卜 豺

‰ 刻?J:

l]9 ？｢|.控除

磨 口 寡 婦 控 除

〔 口 死別 口 生叱不明
口 朗婚　口 水帰還　

〕

鉛

口 ひJ=IJ 親

控　　 除

⑩ 口 勤労学北控除

4学校椚j

･沢
匯　 害　 者

控　　　 除

１

･.IIlf･＋

|障害の

押血

緻
嗜氏yJ

悩口、

冊り ｜　， ｜　｜　｜　｜　Ｉ　Ｌ　Ｉ　Ｉ　Ｉ ．ずご/

２

7りii |－I μJ －

蓉
＞ 卜し/

ﾙ
‥卜 ｉ 

ｌ ｊ ｊ 

ｌ乃19

⑩　 ～　 ０

n己仙 吟 控 除

･配問者特S11搾除

･Illl一七汁配妁ｇ

配
1rll

茜

･I,11＋ 生 刷｣ 川
『yl－ 1.一尽
･|’ 一 今　　　　　 ’　　 ・

氏Ｘ
ｌ ｌ ｉ ｅ;

台jilnS
1` j

釧 入
酢･り ｜［　１　１　１　］｜［ ［　ｌ　ｉ 削

一生j･配限刻 控単
Sa!e4 かを匈ら 〕

⑩

扶

養

控

除

１

ごlt

氏?I

－ ●　_　　_　_　　　　J ■ ●'け
Jnl

lll ･ しlli

7 . 117

|･HII; ・

り|JIll
μn

μ.分

口 吋 居

口il 』|,･;
続
椚

訥 々i= り･
｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜ 控除額

ゐ1円

２

r117t
1.年

JjH

111一人・『VI

=F・1、

卜･|叫 一

判IIIFLjl
卜 分

口回収

口別|,･;
続

柄氏yl

畝 人1= り･ ｜　｜ ［　 ｜　 ｜　｜　｜　 ］ ｉ　ｌ　ｌ 搾除額

３

”Iltヤ
牛年

川|

191･/、･IM

111 . 1ぐ

|･･||,I; ･

り|』|μ り
区分

口 河 居

口ifl』|,･;
続
仙氏iら

Sり､苛り･ ｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　ｌ　ｉ　ｌ　ｌ 控除額

４

♂･lri･
生年

肘|

il リ 、･ll

･ﾄ ・゙べ!

|･nl卜

別IIIしI
μ 分

口 吋 居

口Sfl』｢14

続

柄氏tl

狐IX.a=I り･

一 一　 一一 一 一
｜　｜　ｌ　ｌ　ｌ　ｌ　ｌ　ｌ　！　｜　｜

控 除 額

- 一 一　 － －
－ 　 　 　 　 　 － 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 　 　 － 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 － 　 　 ‥ 　 　 　 　 －

べ

2t

べ

執扶

１

荻

１

･'IIが÷

生午

川1
ｔ ・令　　 ・　 ・

il･I]叫 一

別|,がり

|りj

口【I｣｢い

｢ｺﾘ1111･;

続
柄氏1;

詞人S-ひ ｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜ /_-
一一/

り
Ｑ

71Jtr
il･ aj

平・嗇　　 ・　 ・
|･･|IIし

り|』|,ly｣
μ.分

口 吋 居

口illl,i;

続
柄JUI

闘■|

肘|

包 人 番 号 ｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　ｌ　ｉ　ｌ　ｌ ご －/ ‾

３

うII卜÷

7t.学

府!
ず･・ 令　　 ●　　　Ｉ

同rlり・

頴,り|

|ぺ分

口 回 収

口 呼|』｢14

続
柄氏?I

価 人 ＆ り
｜　｜　｜ 「　 ｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜ 一/ ‾

別居の扶贅親族等がいる場合には、裏面「12」に氏名、個人番号、
住所及び皿外居住者である場合lj区分を記入してください。

怯 鑓控除蔀の介池

⑩

雑 損 控 除

jlL W･ の 原 因 jll　W　坏　jl　lj 損;j; を 受 け た 秤 蔵 の 仲 紅i

Ｉ　　　 Ｉ

1口　;|;･　S一　釦 E泌陥命などで噸嘱さd,るIII 葦州i 践liQ うちS いi;叫i!支¢liの命li

III |り |り

⑩

皿療費控除

支　払　･ ，. ゛:　卜 療　 費　 凛 保 昿 金 な!j で 妬 単j･ れ 乙 命 話

日 19

裏面にも 配載 する欄がありますから注意してく ださい。

１

収

入

金

額

等

事
業

営　 業　 等 ア
川

ａ　　　　業 イ

不　　動　　産 ウ

利　　　　 子 工

配　　　　　　当 オ

給　　　　　　与 カ

雑

公的年金等 キ

業　　　　務 ク

そ　の　 他 ケ

警
護

短　　　 期 コ

-r 。 ＝

サ長　　　 期

一　　　　　時 ン

２

所

得

金

額

事
業

営　業　 等 ぐか

殷　　　　業 ㎜■逞:

不　　 勣　　 産

㎜㎜　●　　　･ ■= ｀　　　｀･k°･
利　　　　　 子

③

＝I門 ． 凰･ ㎜

④

配　　　　 当
aj

■㎜㎜

給　　　　 与

= 卜 同r °`Mli｡･-k-･ ミI` ･｡゙･。･｡゚ I-｡｡･ii。･ lI?♂･lg 二|

公 的 年 金 等

⑥

＝゚♂ ＝., ;･¶･

⑦

雑
業　　　　務 瀧I

－･

そ　 の　 他 ⑨
rr　　　 訓

ぐ.f･卜･b･. ’「卜:|
面･

ら=･

総 合譲 渡 一一 時 ⑩

介　　　　　計 ⑩

４

所

得

か

ら

差

し

引

か

れ

る

金

額

社会保険料控除 ⑩

小 坂 唄rた聚北 済等
掛　 金　 井　 除 ⑩

生命保険料控除
鳴

ゝ=･

地震保険料控除
必:
－･

寡婦、ひとり親控除
廿

－･1gI

勅　
労　学　生　、

14　 害　 君一　柊　 靴
]9

－;Xf]･

配偶者(特別･〕控除
一 一 一 一
扶　 養　 控　 除

営蛙

⑩

基　礎　控　除 ⑩

⑩から⑩までの針 ⑩

雑　損　控　除 ＠

医療費控除
｢4

分 口 ⑩
n 一　　　 計

(３ ＋Ｇ －の･ ⑩

地方税法附則第4 条の４の既定の適用を選択する場合には、
『医療費控除』欄の｢区分｣の口に口｣ と配入してください。

５ 給与･ 公 的年 金等 に 係 る所 得 以 外( 令 和 ６年

４月１日 に お い て65 歳 未 満 の 方 は 給 与 所 得

以 外) の 市町 村民 税 一道 府 県 民 税 の 納税 方 法

口　 給 与 から差 引 き ぐ特別 徴収)目　 ザ ‰ 計 お 雷 抄)

哨号

r個人番号丿欄には、個人番号(行敢手続における特定の
儲1人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条
第5 項4こ規定する個人番=号をいう。)を記戦してください。



６ 給与所得の内訳
（M賢 低 監 刎?特肘ご“ ゛ ）

』｣ ｣.1　給 狛蜘l敏 J」　収

Ｉ
II』 jlj

２

３

４

５

６

７

８

９

10

･- J
11

一一
12

■ 　 　 　 　 　 　 － ㎜ 　 　 　 ¶ － 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■

賞　ﾘ･ 等
XII

合　　　計

決 人 蛋 じ･又は

心　　i「|’　 珪

勤務先名

電話香;;

７ 事業 ・ 不動 産 所 得に関 する 事項

所悍の９佃
童払 昂の｢乳称.｣及び

｢訪A､＆廿ｚは所在地｣等 収入金額 必要経費 肯剖 ゆ特別剪除誤

円 III III

１｜

｜

８ 配 当 所得 に.関 す る事 項

19己当汐H!1

心 個 哨

戈二払XjS･の｢ Ｘ･斡･｣及び

｢濡人＆廿 又は所在地｣ 紳 支払確定年月 収入金額 必要経費
IL; III

LLけ卜 蜂 式 や`ｙ．慨

る 吽 川ljl･｢旱 悦 匈

９ 雑所得 (公的年金等以 外) に関 する事項

種ｎ
支払占･の｢? 湘;｣及び

｢山 へ＆り･又は所を地｣ 等 収 入 金 額 必 要 経 費
jJI III

10 総合諏渡 一一時所得の所得金額に関 する事項

収 入 金 額 必 要経 費
差 引 金 額

jlll.j､金gl 一 必 零 ぷ!肪 Ｊ 特別控除 額
所　 枠　 忿　 癩

り句i 公ITI一将別搾除SD

総合譲渡(E卜〕l卜
III il」 ill 51』 ぐ　　　　　　　　　　　　　111

1丁

-･　　　　　時
｜ ｜

句心疆昌I謐烈.誌 前μ 聾放I毘誰ぐ 叩9 ゛IOﾝI.:･I゛-'-'以ご 尚 二 合一計 ィｔ［（口 十八 ）ｘ 超 】

11 事業専従者に関 する事項

１

ソり力ｆ ：

政明 リf
l川

lelぺ･ll

III J

吋1 心什 給 り･-

〔捷 除) 限

Ilj

氏yl

囮人.１4　　　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜
|魯jt

り 数

ご//

２

.ごけごて

氏yl
腱柄

I･!潭

丿川

ICIぺ 順

II･ ・ 令

･y従･片給7

〔=tを除哺(

同人&卜　　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　｜　！
従41

j∃ａ / ‾/

３

フりぎ-li

続!jl
り･育

JIJ IF

lelぺ ・昭

･|;う

ﾘ/従 者 給 与

(控 恥l 喘氏名

『凶人?5り･　　　｜　｜　｜　｜　｜　 』　｜　｜　 ｜　ｌ　ｉ
忙jl

り 似 一 一 一一/

所得税Lこおける青色申告の承認の有無 承認あ り 一承認なし な 計 額

12 別居の扶養親族等に関 する事項

13 事業税に関する事項

lljl 悦 所

枠 な ど

I川IμIヽ μ|　　　　　　　　 卜

F1溢 通 偉の持

IFI
此JI岫ijl

伺&=庁I咀!I･

|り

lf iSjil

ti尼の

ｊ 厄ILi

りくなと･

昏4'の 糾il

||μ､ｌｉ．鼓!瓦|||・ 節jl‘り　　　　　III

岫年中の

閉嘸業

IHI始　 ・　|祓lll

11　　 「ﾖ

口 尨祁遜府県 の小･務所等

１
りりで･1

刎 人

j1廿
｜　 ｜　 ｜　 ｜　 ｜　 ｜　 ｜　 ｜　 ｜　 ， ｜

自:防
囚叫

|か|;

⊆h･.・IS

J 寿僅|.,S 41.』7t畷1･け

こμｙ　 コ降ま1?

rllilli:IL」111）1･jl
氏Ｘ

２
ワりが-i

俐 人

itり･
｜　 ｜　 ｜　 ｜　 ｜　 ｜　 ｜　 ｜　 ｜　 ， ｜

自:哨 il誹
剛L

コt･.・i
；l勁Q ふatj7va ほｙ

こrが？　 コ降Sr粉

:‾tlll.ulr11･の1111
氏Ｘ

３
ワリガ ーi。

FSi へ。

＆ り･

｜　｜　」」∩　｜　｜　」　　｜
fl川

Ilj叫

|頷:

コy1411

ｺjKlt4 兄｡17a血は｜
こ政ｙ　 こ]皿ｇお

口y.IJrlL･!.|r』-UI，
氏?1

14 寄附 金 に関 する 事項

那辺府県 、1111g町Ｈ 分
〔特何 控離 対 象Ｊ

川

!|舛 池の｣リ] 募金 会，IF小 瓦SI;公 一411ａ

和 式 I?1･[ii』忖分 函 同控陸 対吹以? い

条例指定分
都道府県

市区町村
支出I. だ寄 咄 曾に 応･.･て ． 各痢| こそ41 で1!･・lijrｙ 一命汲 をI;し1入|. て（x.｀

IsL･ ． た だ し ．，乱a4･.I.じjl:噺 伺;IS勁i｡リ, 及 ぴ将 叫２.定 特 一七）|営f りiliilμiJ.

人り.外qJ 剪 定jl.･池 刈活 舟Ｊ; ぺに刻 す る 寄|司il 二‘･Ｊい て11 ， ｔ.崩i 二,iり, 吋

-（ 切 途 「 寄 附 參純ｉ 朽 除 申iり沓i. 」 」 を提「11=ンて く だ きい ．

15 所 得 金 額 調 整 控 除 に 関 す る 事 項

－ ÷

－ ÷

－ 〒 ＝

－ ÷ －

－ ÷ －

－ ÷

－ ÷

． ● ．

－ ・

－ ÷ －

・ ÷ ・

－ ÷


	Copied Bookmark
	Copied Bookmark
	Copied Bookmark
	Copied Bookmark
	page1
	Copied Bookmark
	page1






